
  

 

【令和７年（2025年）12月８日公  表】 

【令和７年（2025年）12月 26日最終更新】 

 

障がい者を対象とした 

会計年度任用職員 

募 集 案 内 
 

北海道総務部人事局人事課 

住所 〒060-8588  札幌市中央区北３条西６丁目 

電話 ０１１－２０４－５０２５ 

Webサイト https://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/jnj/kaikeinendos.html 

 

 

北海道では、令和８年度に一般的な事務補助業務に従事する会計年度任用職員を募集し

ます。 

 

受 付 期 間 
郵 送 

持 参 
令和８年１月９日（金）まで【必着】 

 ※持参の場合は、開庁日（月曜日～金曜日）にお越しください。年末年始（12月 29日

～1月３日）、土曜日、日曜日及び祝日は閉庁日ですので、受付できません。 

 

１ 応募資格 

（１）次に掲げるいずれかの手帳等の交付を受けている方 

  ア 身体障害者手帳 

  イ 都道府県知事又は政令指定都市市長が交付する療育手帳 

  ウ 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医又

は障害者職業センターによる知的障がい者であることの判定書 

  エ 精神障害者保健福祉手帳 

 ※ 上記の手帳等は、受験申込日及び受験日当日に有効であるものに限ります。 

 ※ 療育手帳は、交付している地方公共団体により独自の名称が付されている場合があ

りますので、手帳の種類が不明な場合は、お住まいの地方公共団体の窓口でご確認く

ださい。 

 

（２）地方公務員法第１６条に規定される以下のいずれにも該当しない方 

  ア 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがな

くなるまでの方 



  イ 北海道職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない方 

  ウ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴

力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した方 

 

２ 採用予定数及び業務内容 

採用予定数 業務内容 

３５名程度 

一般的な事務補助業務（文書整理、ＰＣを用いたデータ入力や資料作成、

受付・電話応対など）に従事していただきます。 

なお、具体的な業務内容は、勤務場所によって異なります。 

 ※ 採用予定数は、変更することがあります。 

 

３ 任用期間 

  令和８年（2026年）４月１日から令和９年（2027年）３月３１日まで 

 ※ 任用後、１月間は条件付採用期間です。 

 ※ 任用期間満了後は、改めて能力実証を行った上で、再度任用される場合がありま

す。 

 

４ 勤務条件等 

勤務場所 
道の関係機関（本庁舎、各（総合）振興局など） 

※申込時に、希望勤務地等を申告していただきます。 

勤務日 毎週月曜日～金曜日の５日間 

勤務時間 

原則、９時から１６時までの６時間（休憩１時間） 

※業務の都合により時間外勤務を命ずる場合があります。 

※任用先の勤務形態等により、上記と異なる場合があります。 

休日 
土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、 

年末年始の休日（１２月２９日から１月３日） 

報酬 

日額 ６，７６４円 ～ ８，１１０円（１日６時間勤務の場合） 

 ※職務経験等により決定します。 

 ※今後の報酬改定等により、上記記載の金額から変動する場合があり

ます。 

 ※札幌市での勤務の場合、上記に地域手当相当額が加算されます。 

支払日 
原則毎月２１日 

（月の初日から末日までの勤務実績に基づき、翌月の２１日に支給） 

手当等 

通勤費のほか、実績に応じて時間外勤務に対する報酬が支給されます。 

一定の条件を満たした場合、期末・勤勉手当（賞与）が支給されます。

（年２回（６月及び１２月）） 

休暇 年次有給休暇、夏季休暇、育児休暇、短期介護休暇、その他各種休暇 

服務 地方公務員法に定める各種義務（職務専念義務など）を負います。 

社会保険等 法令に定める基準に従い、各種保険（厚生年金、雇用保険等）に加入 

 

 



５ 選考方法 

 応募順に書類審査及び面接を行い、一定の基準点を満たした応募者が採用となります。

（下図の「採用までの流れ」をご確認ください。）ただし、希望する勤務地によっては、

合格しても採用とならない場合があります。 

 面接実施の連絡は、書類審査後に電話又は文書等により順次行います。連絡が面接実施

の数日前となる場合がありますので、ご了承ください。 

また、面接実施場所は、原則、応募者の居住地を所管する（総合）振興局（札幌市の場

合は本庁を含む。）となります。 

 

＜採用までの流れ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 面接実施場所及び主な勤務地 

面接実施場所・勤務地 住所 

本庁 札幌市中央区北３条西６丁目 

石狩振興局 札幌市中央区北３条西７丁目 

空知総合振興局 岩見沢市８条西５丁目 

後志総合振興局 倶知安町北１条東２丁目 

胆振総合振興局 室蘭市海岸町１丁目４番１号 むろらん広域センタービル 

日高振興局 浦河町栄丘東通 56号 

渡島総合振興局 函館市美原４丁目６番 16号 

檜山振興局 江差町字陣屋町 336番３号 

上川総合振興局 旭川市永山６条 19丁目１番１号 

留萌振興局 留萌市住之江町２丁目１番２号 

宗谷総合振興局 稚内市末広４丁目２番 27号 

オホーツク総合振興局 網走市北７条西３丁目 

十勝総合振興局 帯広市東３条南３丁目１番地 

釧路総合振興局 釧路市浦見２丁目２番 54号 

根室振興局 根室市常盤町３丁目 28番地 
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７ 応募手続 

（１）申込方法 

  別紙「障がい者を対象とした会計年度任用職員採用選考申込書」に必要事項を記入

し、写真を貼り付けて、各手帳等のコピーを同封し、下記応募先まで郵送又は持参して

ください。 

  なお、「障がい者を対象とした会計年度任用職員採用選考申込書」以外の用紙による

申込は受付できませんので、ご注意ください。 

 

   〒０６０－８５８８ 

   札幌市中央区北３条西６丁目 

   北海道総務部人事局人事課人事係 宛 

 

   ※封筒の表に「会計年度任用職員申込書在中」と朱書きしてください。 

   ※職歴は、無職期間も含めて漏らさずに記載してください。 

   ※提出いただいた申込書は返却しません。 

   ※写真の裏に、黒又は青のボールペンで氏名を記入してください。 

   ※持参の場合は、開庁日（月曜日～金曜日 9：00～17：00）にお越しください。土

曜日、日曜日及び祝日は閉庁日ですので、受付できません。 

    なお、募集期間中に、以下のとおり執務室の移転を予定していますので、持参の

場合はご留意ください。 

    ・令和７年１２月１２日まで：本庁舎４階人事課執務室 

    ・令和７年１２月１５日から：別館庁舎地下１階大会議室 

 

（２）その他 

 ア 提出書類の記載事項に不正があると、受験が無効となる場合があります。 

 イ 履歴書に記載いただいた個人情報は、会計年度任用職員の選考及び任用以外の目的

には利用しません。 

 ウ 面接当日は、各手帳等によって応募資格の確認を行いますので、各手帳等の原本（コ

ピー不可）を必ず持参してください。 

 

 


